
第
一
東
京
弁
護
士
会
求
人
及
び
求
職
情
報
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
の
審
査
基
準
（
令
和
三
年
規
則
第
二
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
審
査
基
準
は
、
当
会
会
員
（
弁
護
士
会
員
、
弁
護
士
法
人
会
員
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
特
別
会
員
及
び
外
国
法
事
務
弁
護

士
法
人
特
別
会
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
日
弁
連
」
と
い
う
。
）
の
「
求
人
及
び
求
職
情
報
の
本
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
関
す
る
規
則
」
第
一
条
が
規
定
す
る
求
人
求
職
情
報
ペ
ー
ジ
へ
の
求
人
情
報
の
掲
載
に
つ
い
て
、
同
規

則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
弁
連
か
ら
当
会
へ
照
会
が
行
わ
れ
た
場
合
の
当
会
の
審
査
基
準
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
審
査
基
準
等
）

第
二
条

当
会
は
、
前
条
の
照
会
に
係
る
当
会
会
員
又
は
当
該
会
員
と
事
務
所
を
共
に
す
る
当
会
会
員
（
以
下
「
当
該
会
員
等
」
と
い
う
。
）

が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
限
り
、
日
弁
連
に
対
し
、
求
人
求
職
情
報
ペ
ー
ジ
へ
の
当
該
会
員
の
求
人
情
報
の

掲
載
を
可
と
す
る
回
答
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

現
に
業
務
停
止
期
間
中
で
あ
る
と
き
。

二

綱
紀
委
員
会
が
懲
戒
委
員
会
に
事
案
の
審
査
を
求
め
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
旨
の
議
決
を
し
懲
戒
委
員
会
が
審
査
を
終
え
て
い
な

い
と
き
。

三

当
会
が
懲
戒
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
し
て
懲
戒
の
手
続
に
付
し
綱
紀
委
員
会
が
調
査
を
終
え
て
い
な
い
と
き
。

四

業
務
停
止
以
上
の
懲
戒
処
分
を
受
け
、
処
分
の
効
力
が
生
じ
て
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
業
務
停
止
処
分
に
あ
っ

て
は
停
止
期
間
満
了
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
と
き
。

五

戒
告
の
懲
戒
処
分
を
受
け
、
処
分
の
効
力
が
生
じ
て
か
ら
一
年
以
内
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
非
弁
提
携
事
案
に
よ
る
戒
告
の
場



合
は
、
処
分
の
効
力
が
生
じ
て
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
と
き
。

六

当
会
又
は
日
弁
連
の
会
費
を
三
箇
月
分
以
上
滞
納
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
全
て
の
会
費
の
滞
納
が
解
消
さ
れ
な
い
と
き
。

七

弁
護
士
の
信
用
又
は
品
位
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

八

当
会
の
弁
護
士
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
委
員
会
の
調
査
を
受
け
て
い
る
と
き
、
当
会
の
市
民
窓
口
に
対
し
て
業
務
に
関
す
る
苦

情
等
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
会
長
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。

２

会
長
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
を
行
う
た
め
、
当
該
会
員
等
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

当
会
は
、
求
人
求
職
情
報
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
を
可
と
す
る
回
答
を
し
た
後
に
、
当
該
会
員
等
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
会
員
等
と
事
務
所
を
共
に
す
る
他
の
弁
護
士
会
に
登
録
す
る
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
、
外
国
法

事
務
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
が
当
該
弁
護
士
会
か
ら
業
務
停
止
以
上
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
場
合
は
、
日
弁
連
に
対

し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
掲
載
情
報
の
抹
消
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
当
会
会
員
等
の
責
務
）

第
三
条

求
人
求
職
情
報
ペ
ー
ジ
に
求
人
情
報
が
掲
載
さ
れ
た
当
会
会
員
及
び
当
該
会
員
が
所
属
す
る
事
務
所
は
、
当
会
及
び
日
弁
連
並

び
に
司
法
修
習
生
等
と
の
間
の
連
絡
に
責
任
を
持
つ
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
基
準
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


